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令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
予
定
案
件

箇
所
図

①
広
野
の
一
部

地
区
計
画

●
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画

J
R
広
野
駅

J
R
新
三
田
駅
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令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
予
定
案
件
①

【拡
大
図
】

（
地
区
計
画
申
出
に
よ
る
地
区
計
画
の
決
定
）

市
街
化
調
整
区
域

市
街
化
区
域

J
R
広
野
駅

①
広
野
の
一
部

地
区
計
画

●
広
野
駅
西
地
区
地
区
計
画
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＜
三
田
市
の
地
区
計
画
申
出
制
度
＞

土
地
所
有
者
等
や
住
民
に
よ
り

地
区
計
画
の
案
を
申
出
で
き
る
制
度
。

❏
市
街
化
調
整
区
域
で
定
め
る
こ
と
が

で
き
る

3
つ
の
類
型

・
住
環
境
整
備
型

・
地
域
振
興
型

←
こ
の
類
型
を
採
用

・
資
源
活
用
型令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
予
定
案
件
①

（
地
区
計
画
申
出
に
よ
る
地
区
計
画
の
決
定
）

（令
和
５
年
１
１
月
改
訂
）
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地
域
振
興
型

幹
線
道
路
の
沿
道
周
辺
や
交
通
拠
点
の
周
辺
等
に
お
い
て
、
広
域
交
通
網
や

中
心
市
街
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
性
の
高
さ
な
ど
立
地
特
性
を
活
か
し
、
流
通
、

工
場
、
事
業
所
な
ど
、
周
辺
地
域
の
雇
用
の
創
出
及
び
域
内
経
済
の
活
性
化

に
資
す
る
施
設
の
立
地
を
誘
導
す
る
こ
と
を
目
的
に
定
め
ま
す
。

令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
予
定
案
件
①

（
地
区
計
画
申
出
に
よ
る
地
区
計
画
の
決
定
）
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≪
手
続
き
の
流
れ
≫

関
係
機
関
協
議
、
県
下
協
議

素
案
の
閲
覧
、
意
見
募
集
、
説
明
会

都
市
計
画
審
議
会
（事
前
説
明
）

県
協
議
、
案
縦
覧
・意
見
書
提
出

都
市
計
画
審
議
会
（諮
問
・答
申
）

告
示

決
定
素
案
作
成

意
見
交
換
会
の
開
催
（区
域
内
の
住
民
意
見
の
把
握
）

都
市
計
画
審
議
会
（意
見
聴
取
）

令
和
６
年
度
内

令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
予
定
案
件
①

（
地
区
計
画
申
出
に
よ
る
地
区
計
画
の
決
定
）
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令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
予
定
案
件
②

（
三
田
市
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針
の
策
定
）

≪
都
市
計
画
道
路
の
決
定
状
況
≫

三
田
市
に
お
け
る
都
市
計
画
道
路
は
、
当
初
、

昭
和
３
４
年
に
三
田
駅
を
中
心
と
し
た
路
線
に
お
い

て
都
市
計
画
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
都
市
構
造
の
変
化
や
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

計
画
の
決
定
、
変
更
な
ど
に
よ
り
、
随
時
、
都
市
計

画
の
変
更
・決
定
を
実
施
し
、
平
成
１
０
年
に
は
、

概
ね
現
在
の
都
市
計
画
道
路
網
が
形
成
さ
れ
て

い
ま
す
。

現
在
、
４
３
路
線
（約
６
５
ｋ
ｍ
）が
都
市
計
画
決

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
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・三
田
駅
前
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
都
市
計
画
道
路
は
除
く

・改
良
済
：計
画
幅
員
通
り
整
備
済
み

・概
成
済
：概
ね
計
画
幅
員
の
2/
3
以
上
整
備
済
み

①

②

③

④

⑤

⑥

≪
長
期
未
着
手
の
都
市
計
画
道
路
≫

令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
予
定
案
件
②

（
三
田
市
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針
の
策
定
）

①
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≪
三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
≫

「三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」で
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
方
策
と
し
て
「公
共
施
設
の
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
（長
期
未
着
手
路
線
の
見
直
し
）
」を
掲
げ
て
い
ま
す
。

都
市
計
画
道
路
の
整
備
推
進
を
図
り
つ
つ
、
長
期
未
着
手
と
な
っ
て
い
る
都
市
計
画
道
路
に
つ
い

て
は
、
多
角
的
視
点
か
ら
道
路
網
を
検
討
し
、
事
業
化
の
見
込
め
な
い
区
間
に
つ
い
て
は
都
市
計
画

の
見
直
し
を
実
施
す
る
。
と
し
て
い
ま
す
。

「三
田
市
都
市
計
画
道
路
網
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（令
和
５
年
１
１
月
策
定
）」
の
見
直
し

検
証
方
法
に
沿
っ
て
、
未
着
手
の
都
市
計
画
道
路
（概
成
済
み
の
路
線
も
含
む
。
）の

必
要
性
な
ど
を
再
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
計
画
の
変
更
、
廃
止
を
行
う
た
め
、
こ
の
基

本
的
な
考
え
方
に
あ
た
る
「三
田
市
都
市
計
画
道
路
見
直
し
方
針
」を
策
定
。

令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
予
定
案
件
②

（
三
田
市
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針
の
策
定
）

見
直
し
検
証
路
線
は
次
の
ペ
ー
ジ
を
参
照
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令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
予
定
案
件
②

（
三
田
市
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針
の
策
定
）

①
国
道
線

②
古
城
線 ③
下
田
中
線

④
横
山
天
神
線

⑤
本
町
西
山
線
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≪
手
続
き
の
流
れ
≫

関
係
機
関
協
議

都
市
計
画
審
議
会
（見
直
し
方
針
（
素
案
）に
つ
い
て
説
明
）

都
市
計
画
審
議
会
（見
直
し
方
針
の
策
定
）

公
表

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針
（素
案
）
作
成

令
和
６
年
度
内

令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
予
定
案
件
②

（
三
田
市
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
方
針
の
策
定
）

都
市
計
画
審
議
会
（見
直
し
方
針
（
案
）に
つ
い
て
説
明
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
、
説
明
会
開
催
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第
１
回
三
田
市
都
市
計
画
審
議
会

令
和
６
年
５
月
１
３
日
（月
）
１
６
：０
０
～

令
和
６
年
度

都
市
計
画
審
議
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（案
）

第
２
回
三
田
市
都
市
計
画
審
議
会

令
和
６
年
７
月
１
９
日
（金
）
１
０
：０
０
～

（予
定
）

第
３
回
三
田
市
都
市
計
画
審
議
会

令
和
６
年
１
１
月
７
日
（木
）
１
５
：０
０
～

（予
定
）

第
４
回
三
田
市
都
市
計
画
審
議
会

令
和
７
年
１
月
２
３
日
（木
）
１
５
：０
０
～

（予
定
）

-13-


